
支援制度を実施しています。これにより、燃えない・燃え広がらないまちづくり

※特定整備路線（補助２９号線・
放射２号線・補助２８号線）の
道路区域内で特区の支援制
度をご利用になる場合は、支
援制度⑤が対象になります。
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■届出時点で既に解体工事の契約が結ばれていると助成が受けられません。

■他の助成金を重複して利用する（例：既存塀撤去費用について生垣助成の適用も受ける等）ことは
できません。

■届出時点で既に解体工事の契約が結ばれていると助成が受けられません。

できません。

一部地域について、上限額が増額となる場合があります。詳しくは建築課耐震化促進担当
（　 5742ー6634）までお問合せください。

26,000円 1,300万円

58 26 150.8万円 26116 301.6万円
５８ １１６

260万円

208万円

220万円

220万円

220万円

208万円

26,000円

助成対象建築物の所有権を有する個人
または中小企業基本法第２条第１項
各号のいずれかに該当するもの
※ただし、共有者がいる場合は、共有者に
よって合意された代表者。区分所有建築
物の場合は、区分所有者によって合意さ
れた代表者。

■宅地建物取引業者が、除却後に建築する建築物の販売を行うために除却する場合は対象とな
りません。

①不燃化特区内にあること
②平成１７年３月３１日以前に建築された木造建築物（平成５年６月２５日以降に建築され
た、階数が３以上の建築物および延べ面積が５００   を超える建築物を除く）であること
または昭和５６年５月３１日以前に建築された軽量鉄骨造建築物であること

m2

※平成29年4月1日時点の助成限度額であり、今後変更の可能性があります。

木造：延床面積１ あたり最大２６,０００円かつ上限１３,０００,０００円
軽量鉄骨造：延床面積１  あたり最大３７,０００円かつ上限１８,５００,０００円
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